
「
幕
別
町
子
ど
も
の
権
利
に
関

す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
て
13

年
に
な
る
。
基
本
的
な
内
容
は
、
①
子

ど
も
へ
の
差
別
の
禁
止
、
②
最
善
の
利

益
、
③
生
存
と
発
達
の
権
利
、
④
子
ど

も
の
意
見
の
表
明
が
尊
重
さ
れ
る
権
利

で
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
生
か
さ
れ
る

べ
き
原
則
で
あ
る
。
子
育
て
の
ス
タ
ー

ト
と
な
る
乳
幼
児
期
か
ら
の
保
育
事
業

に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

幕
別
町
の
保
育
は
２
０
１
５
年
に
子

ど
も
子
育
て
支
援
法
が
制
定
さ
れ
、
保

育
所
、
幼
稚
園
に
加
え
、
事
業
所
内
保

育
所
、
家
庭
的
保
育
園
、
一
時
預
か
り

な
ど
が
開
設
さ
れ
て
き
た
。
ど
の
施
設

に
お
い
て
も
子
ど
も
の
人
権
が
保
障
さ

れ
る
同
水
準
の
保
育
が
保
障
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
待
機
児
の
解
消

も
長
年
解
決
さ
れ
ず
、
職
員
の
確
保
、

老
朽
化
す
る
保
育
施
設
の
改
善
な
ど
課

題
が
あ
る
、
保
育
事
業
の
前
進
の
た
め

次
の
点
を
問
う
。

⑴
保
育
の
役
割
り
の
認
識

⑵
正
職
員
・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
研

修
の
現
状
と
拡
充

⑶
保
育
士
の
①
勤
務
実
態
と
②
離
職

率
、
③
保
育
士
確
保
の
手
立
て
と
④
正

職
員
の
増
員

⑷
待
機
児
童
解
消
の
た
め
３
歳
児
以
下

の
定
数
増

⑸
施
設
整
備
の
計
画

  

町　

長

町　

長  
⑴
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
役
割
と
し

て
大
き
く
二
つ
、
①
子
ど
も
に
対
し
、

健
康
、
安
全
で
情
緒
の
安
定
し
た
生
活

が
で
き
る
環
境
の
提
供
、
生
涯
に
わ
た

り
生
き
る
力
の
基
礎
を
育
て
る
役
割
、

②
保
護
者
に
対
し
、
就
労
支
援
や
、
育

児
や
親
子
関
係
に
関
す
る
相
談
、
助
言
、

情
報
提
供
を
行
う
子
育
て
力
の
向
上
支

援
の
役
割
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

本
町
で
は
、
保
育
所
に
お
い
て
子
ど

も
の
状
況
や
発
達
過
程
を
踏
ま
え
て
保

育
を
行
う
と
と
も
に
、
保
育
士
は
専
門

的
知
識
を
も
っ
て
保
護
者
に
対
す
る
保

育
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

⑵
正
職
員
お
よ
び
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
を
対
象
に
、
保
育
所
ご
と

に
毎
月
１
回
、
実
際
の
業
務
に
関
す
る

内
容
等
を
テ
ー
マ
に
園
内
研
修
を
行
う

と
と
も
に
、
緊
急
時
の
対
応
や
そ
の

時
々
に
必
要
と
な
る
内
容
に
つ
い
て
、

保
育
所
合
同
の
研
修
会
を
年
３
回
開
催

し
て
い
る
。
ま
た
、
正
職
員
の
保
育
士

が
外
部
研
修
に
参
加
し
、
職
員
間
で
研

修
内
容
の
共
有
を
図
っ
て
い
る
が
、
よ

り
一
層
の
保
育
の
質
の
向
上
を
図
る
べ

く
、
現
在
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含

め
た
研
修
計
画
を
策
定
中
で
あ
る
。

⑶
①
正
職
員
お
よ
び
フ
ル
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
１
日
の
勤
務
時
間
は

７
時
間
45
分
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
は
７
時
間
15
分
以
内
で
、

５
区
分
の
シ
フ
ト
制
で
勤
務
し
て
い
る
。

　

正
職
員
１
人
当
た
り
の
時
間
外
勤
務

時
間
は
、
令
和
４
年
度
で
年
間
２
２
０

時
間
（
週
４
・
５
時
間
）
、
会
計
年
度
任

用
職
員
は
、
年
間
52
・
１
時
間
（
週
１
・

１
時
間
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

有
給
休
暇
の
取
得
状
況
は
、
令
和
４

年
実
績
で
、
正
職
員
一
人
当
た
り
の
平

均
取
得
日
数
は
11
日
（
取
得
率
56
・
４

％
）
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
取
得
日

数
は
13
・
６
日
（
取
得
率
88
・
３
％
）
と

な
っ
て
い
る
。

　

②
離
職
率
は
令
和
２
年
度
が
５
・
７

％
、
３
年
度
が
３
％
、
４
年
度
が
２
・

８
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

③
正
職
員
の
募
集
は
十
勝
町
村
会
を

通
じ
て
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
町
単

独
の
採
用
試
験
を
実
施
し
て
お
り
、
道

内
の
指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
出
向
く

と
と
も
に
、
文
書
に
よ
る
応
募
の
要
請

を
行
っ
て
い
る
。
有
資
格
の
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
町
広
報
紙
等

を
通
じ
て
募
集
す
る
ほ
か
、
指
定
保
育

士
養
成
施
設
に
対
し
募
集
案
内
を
行
っ

て
い
る
が
、
年
々
、
ど
こ
の
市
町
村
に

お
い
て
も
有
資
格
者
の
確
保
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
。

　

④
今
後
の
少
子
化
に
伴
う
将
来
推
計

人
口
と
、
教
育
・
保
育
の
量
を
見
極
め

な
が
ら
、
で
き
る
限
り
正
職
員
の
確
保

に
努
め
て
い
く
。

⑷
少
子
化
に
伴
い
児
童
数
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
既
存
施
設
の
増
築
等

に
よ
る
も
の
は
難
し
い
も
の
と
考
え
て

い
る
が
、
保
育
所
に
預
け
た
い
方
が
預

け
ら
れ
な
い
状
況
は
解
消
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、
民

間
の
各
保
育
施
設
と
の
調
整
を
図
り
な

が
ら
、
最
大
限
の
受
入
れ
が
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。

⑸
幕
別
地
区
は
、
令
和
６
年
４
月
に
開

園
予
定
の
「
幕
別
認
定
こ
ど
も
園
」
が

老
朽
化
し
て
い
る
幕
別
中
央
保
育
所
を

活
用
す
る
こ
と
か
ら
、
開
園
準
備
と
と

も
に
、
新
施
設
の
整
備
に
係
る
検
討
を

し
て
い
る
。
札
内
地
区
も
、
私
立
保
育

所
、
幼
稚
園
な
ど
と
協
議
し
、
方
向
性

を
見
い
だ
し
て
い
き
た
い
。

■ 一 般 質 問 ■ 
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答問
安
心
安
全
な
環
境
づ
く
り
に
努
め
、
各
種
施
策
に

取
り
組
ん
で
い
る

子
ど
も
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
保
育
施
策
の
充
実
を

問

中橋　友子 議員
（副議長）


